
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　可視波長全域にわたって入射光を偏光に変換するための、入射光側から順に配列された
第１，第２および第３の偏光子、それぞれ複数枚からなる第１および第２の複屈折位相子
、入射光の可視波長全域にわたり印加電圧によって偏光面の回転角を変化させることの可
能な第１および第２の偏光回転子、および入射光の特定波長を吸収することによって偏光
に変換するための、少なくとも１枚の吸収型部分偏光子を備え、
　前記第１の複屈折位相子は、前記第１の偏光子と第２の偏光子の間に配置され、前記第
２の複屈折位相子は、前記第２の偏光子と第３の偏光子の間に配置され、
　前記第１の偏光回転子は、前記第１の偏光子と第２の偏光子の間に配置され、前記第２
の偏光回転子は、前記第２の偏光子と第３の偏光子の間に配置され、前記第１の偏光回転
子および第２の偏光回転子の少なくとも一方が、前記第２の偏光子と第１または第２の複
屈折位相子の間に挟まれるように

前記第１の偏光回転子と第１の複屈折位相子の間、および前
記第２の偏光回転子と第２の複屈折位相子の間の少なくとも一方に配置され、
　前記第１の複屈折位相子の出射面における直交する第１の偏光軸と第２の偏光軸のうち
、前記第１の偏光軸の透過波長スペクトルが、加法混色表示における３原色のうちの１つ
となっており、前記第２の偏光軸の透過波長スペクトルが前記第１の偏光軸を透過する波
長スペクトルの補色となっており、前記第２の複屈折位相子の出射面における直交する第
１の偏光軸と第２の偏光軸のうち、前記第１の偏光軸の透過波長スペクトルが、前記第１
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配置され、
　前記吸収型部分偏光子は、



の複屈折位相子の出射面における第１の偏光軸を透過する偏光の有する色とは異なる、加
法混色表示における３原色のうちの１つとなっており、前記第２の偏光軸の透過波長スペ
クトルが前記第１の偏光軸を透過する波長スペクトルの補色となっており、前記吸収型部
分偏光子の吸収軸と前記複屈折位相子の偏光軸の一方が略一致した方位であ

ることを特徴とするカラーシャッタ。
【請求項２】
　前記吸収型部分偏光子が２色性色素を含有する有彩色偏光板であり、前記第１および第
２の複屈折位相子は複屈折位相差フィルムであることを特徴とする請求項１に記載のカラ
ーシャッタ。
【請求項３】
　前記吸収型部分偏光子における吸収軸が可視波長範囲において短波長側の領域を吸収す
る特性を有し、その吸収端が前記第１の偏光子と第１の複屈折位相子、または前記第２の
偏光子と第２の複屈折位相子において、吸収軸と略一致する偏光軸における透過波長スペ
クトルの よりも長波長側に存在することを特徴とする請求項１に記載のカ
ラーシャッタ。
【請求項４】
　白黒の２次元画像を表示する画像表示手段と、この画像表示手段の表示画面前面に配置
された、請求項１に記載のカラーシャッタとを備え、前記画像表示手段は、ＲＧＢ３原色
用の白黒画像を継時的に表示し、画像表示に同期してカラーシャッタの透過色を切り換え
ることを特徴とするカラー画像表示方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、白色光を継時的にＲＧＢ色分解するためのカラーシャッタ、及び継時混色によ
りカラー画像を表示する表示方法に関する。
【０００２】
【従来の技術】
カラー画像を表示するための方式として、ＲＧＢ画像を画素毎に分割し表示する空間分割
表示と、ＲＧＢ画像を時間的に表示し、画像に同期してＲＧＢカラーフィルタを切り換え
る継時加法混色表示（フィールドシーケンシャル表示）とがある。
【０００３】
継時加法混色表示は、空間分割表示に比べ、画素をＲＧＢ分割する必要が無いため、高精
細性に優れている。継時加法混色表示は、ＲＧＢ色に３分割された円盤状のフィルタを各
ＲＧＢ画像表示に同期させて回転させる方法が最も良く知られている。
【０００４】
機械的な回転機構を設けずに表示色を切り替える方法としては、液晶セル２枚とその前後
に色偏光板を設け、液晶セルのＯＮ／ＯＦＦスイッチングにより光の偏光面制御を行うこ
とによって偏光板に吸収される波長を選択し、ＲＧＢ表示を行う、いわゆる液晶カラーシ
ャッタがボス（Ｂｏｓ）らにより提案されている（特公平４－４９９２８号公報）。
【０００５】
液晶カラーシャッタのＲＧＢ表示方法は、例えばブルーの波長域を吸収するイエロー（Ｇ
Ｒ透過）色偏光板と、イエロー（ＧＲ）の波長域を吸収するブルー色偏光板の２枚を、吸
収軸を直交させて配置する。また、レッド色偏光板とシアン（ＢＧ）色偏光板を同様に吸
収軸直交の条件で配置し、２組の色偏光板間に液晶セルを配置する。これに全波長域直線
偏光子であるニュートラル偏光板と液晶セルを付加し、入射（もしくは出射）する光の偏
光軸を選択する。
【０００６】
これにより、イエロー色偏光板とレッド色偏光板の吸収軸を透過する偏光でレッド表示、
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り、前記第１
および第２の偏光回転子に印加する電圧の選択により、前記第１および第２の各偏光回転
子に入射した偏光面を９０°回転させるか否かの選択を行なうことで、透過光をＲＧＢ３
原色に切り換え

カットオフ波長



同様に、イエロー色偏光板とシアン色偏光板の組み合わせでグリーン表示、ブルー色偏光
板とシアン色偏光板の組み合わせでブルー色が表示されることになる。
【０００７】
液晶カラーシャッタの長所としては、機械的動作が無いこと、表示画面とカラーシャッタ
の面積を等しくすることができるため、省スペースに優れていること等が挙げられる。
【０００８】
上記液晶カラーシャッタでは、色偏光板に２色性色素をＰＶＡ（ポリビニルアルコール）
基材に含浸させ、延伸配向処理を行った２色性色素偏光板を使用している。２色性色素偏
光板は、図２１に示すように、吸収軸方向に偏光面を有する偏光光の特定波長を吸収する
部分偏光子である。
【０００９】
一方、近年液晶カラーシャッタにおいて、２色性色素偏光板と同様の機能を有し、これに
替わる色偏光板としてシャープ（Ｓｈａｒｐ）らによりＰＲＳ（Ｐｏｌａｒｉｚｅｒ　Ｒ
ｅｔａｒｄｅｒ　Ｓｔａｃｋ）が提案されている（米国特許第５，７５１，３８４号）。
これは、ニュートラル偏光板に複屈折位相差フィルムを位相軸方位を所定の角度で複数枚
積層することによって構成される。
【００１０】
ＰＲＳにおいては、複屈折位相差フィルムのリタデーションと位相軸方位を適宜設定する
ことにより、図２２に示すように、ニュートラル偏光板側から入射した白色光を例えばニ
ュートラル偏光板偏光軸に対しブルーの波長域光が０゜出射、グリーン、レッド（イエロ
ー）帯域光を９０゜出射とすることが可能となる。
【００１１】
従って、この例では、ブルーとイエローの２色性色素偏光板を、互いの吸収軸を直交させ
て配置させたに等しい。ＰＲＳは２色性色素偏光板に比べ、ニュートラル偏光板吸収軸以
外の吸収媒質を含まないため、透過率が高いという利点がある。
【００１２】
【発明が解決しようとする課題】
液晶カラーシャッタは、入射光の偏光面制御によって透過色を切り換える方式のため、入
射光が非偏光である自然光を想定した場合、非偏光光から偏光光への変換の際に一方の偏
光成分が吸収される。従って、本質的にカラーフィルタに比べ透過率が低い。そのため、
液晶カラーシャッタの透過率を向上させることが重要である。
【００１３】
液晶カラーシャッタを構成する色偏光板の光学特性は、液晶カラーシャッタの透過率に大
きく影響する。上に述べた２色性色素偏光板とＰＲＳの二つの色偏光板において、ＰＲＳ
方式は、吸収部材をニュートラル偏光板以外に含まないため、透過率の点で有利である。
反面、ＰＲＳでは、入射光を例えばブルー／イエロー、シアン／レッドのように１組のＰ
ＲＳ構成で互いに補色となる光を直交する偏光軸に振り分けることになる。
【００１４】
そのため、不要光をカットできず、ブルーとグリーン、ブリーンとレッド境界領域の光成
分がＲＧＢ表示のうち何れかの色表示に含まれることになる。従って、ＲＧＢ全てにおい
て色純度を高めることは難しい。
【００１５】
上の問題を具体的に示す一例として、図２３～図２９に、ＰＲＳを用いた従来の発明にお
ける液晶カラーシャッタの構造、各ＰＲＳでの透過率特性、及びＣＩＥ１９７６ＵＣＳ色
度図上におけるＲＧＢ色再現域を示した。
【００１６】
図２３は、ＰＲＳ－ＬＣＣＳの構造の一例を示す。ニュートラル偏光板１０５，１０６，
１０７間に液晶セルから成る偏光回転子１０３，１０４が挿入され、それぞれ電圧制御に
より偏光面の透過／９０゜回転が２値的に選択でき、透過光に対して計４種類の偏光状態
を与えることができる。更に、複屈折位相差フィルム層１０８，１０９が挿入され、ニュ
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ートラル偏光板１０５と複屈折位相差フィルム層１０８、同じく１０６と１０９でＰＲＳ
構造を成している。
【００１７】
図２４は、ニュートラル偏光板１０５と複屈折位相差フィルム層１０８を透過する光にお
いてニュートラル偏光板１０５の透過軸と吸収軸方向に偏光軸を有する偏光成分の透過率
波長依存性を示している。複屈折位相差フィルム層１０８は５層構造を成しており、各層
のリタデーション値は６００ｎｍ、各進相軸方位はニュートラル偏光板１０５の透過軸に
対し４５゜／－１５゜／－１５゜／１０゜／１０゜の配置となっている。図２４から、こ
のＰＲＳ構造においてはイエロー／ブルーの色偏光板が形成される。
【００１８】
一方、図２５は、ニュートラル偏光板１０６と複屈折位相差フィルム層１０９を透過する
光においてニュートラル偏光板１０６の透過軸と吸収軸方向に偏光軸を有する偏光成分の
透過率波長依存性を示している。複屈折位相差フィルム層１０９は６層構造を成しており
、各層のリタデーション値は６４３ｎｍ、各進相軸方位はニュートラル偏光板１０６の透
過軸に対し８．３゜／１８゜／１８゜／－３．７゜／－４５゜／－７８゜の配置となって
いる。図２５から、このＰＲＳ構造においてはレッド／シアン色偏光板が形成される。
【００１９】
これら２種のＰＲＳとニュートラル偏光板１０７の組み合わせから、液晶セル１０３，１
０４の電圧制御により得られるＲＧＢ透過特性は、図２６における３００１（ブルー），
３００２（グリーン），３００３（レッド）のようになる。
【００２０】
この液晶カラーシャッタをモノクロＣＲＴの前面に配置して継時混色表示の画像表示装置
を形成した場合を考える。この時、光源としてＴＶ用の標準蛍光体Ｐ２２の発光スペクト
ルを考え、色再現域を計算すれば良い。Ｐ２２発光スペクトルは、図２６の７０４に示し
た。
【００２１】
　図２７のＣＩＥ１９７６ＵＣＳ色度図に示すように、従来の構成ではＲＧＢ色再現域３
１０１は、ＮＴＳＣ受像三原色８０１に比較して、レッド，ブルーの が不足している
ことが明らかである。２種類のＰＲＳのリタデーション値を変更して、図２４，図２５に
示す透過率特性をシフトすることは可能であるが、レッド，ブルーの彩度を向上させると
、グリーンの彩度が低下することとなる。
【００２２】
もう一つの例として、ＣＲＴ用蛍光体を三波長型に変更した場合でも、図２９の３３０１
に示すように、代表的なＰ４５蛍光体（図２８，９０４）を想定して同様にＲＧＢ色再現
性を計算すると、ブルーの彩度は改善されるものの、レッドの彩度は大きく不足している
ことが分かる。
【００２３】
一方、２色性色素偏光板においては、例えばシアンとレッド２枚の２色性色素偏光板を用
い、互いの吸収軸を直交させることにより１組の色偏光板を構成することになる。この場
合は、シアン，レッド系２色性色素偏光板の吸収軸における分光透過率特性を独立に設定
することができるため、各々の色偏光板の最適化によりＲＧＢ表示色の色度座標値を任意
に設定することができる。
【００２４】
　その反面、２色性色素の２色比不足や延伸配向処理の不足により、透過軸方向にも吸収
が生ずるため透過率が低下するという問題が生ずる。また、長波長側を吸収するブルーや
シアン系２色性色素はカ が急峻ではない上に２色比も低く、ＲＧＢ表示色の
色純度と透過率に悪影響を与え易い。
【００２５】
このように、液晶カラーシャッタでは、透過率を向上させつつＲＧＢ表示色の色純度を高
めることが必要となるが、従来提案された構成では、一長一短となり、両者を両立させる
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ことが困難であった。
【００２６】
本発明は、以上のような事情を考慮してなされ、透過率を向上させつつＲＧＢ表示色の色
純度を高めることを可能としたカラーシャッタ、およびそれを用いたカラー画像表示方法
を提供することを目的とする。
【００２７】
【課題を解決するための手段】
　上記課題を解決するため、本発明は、可視波長全域にわたって入射光を偏光に変換する
ための、入射光側から順に配列された第１，第２および第３の偏光子、それぞれ複数枚か
らなる第１および第２の複屈折位相子、入射光の可視波長全域にわたり印加電圧によって
偏光面の回転角を変化させることの可能な第１および第２の偏光回転子、および入射光の
特定波長を吸収することによって偏光に変換するための、少なくとも１枚の吸収型部分偏
光子を備え、前記第１の複屈折位相子は、前記第１の偏光子と第２の偏光子の間に配置さ
れ、前記第２の複屈折位相子は、前記第２の偏光子と第３の偏光子の間に配置され、前記
第１の偏光回転子は、前記第１の偏光子と第２の偏光子の間に配置され、前記第２の偏光
回転子は、前記第２の偏光子と第３の偏光子の間に配置され、前記第１の偏光回転子およ
び第２の偏光回転子の少なくとも一方が、前記第２の偏光子と第１または第２の複屈折位
相子の間に挟まれるように 前記第１の偏光回転子と
第１の複屈折位相子の間、および前記第２の偏光回転子と第２の複屈折位相子の間の少な
くとも一方に配置され、前記第１の複屈折位相子の出射面における直交する第１の偏光軸
と第２の偏光軸のうち、前記第１の偏光軸の透過波長スペクトルが、加法混色表示におけ
る３原色のうちの１つとなっており、前記第２の偏光軸の透過波長スペクトルが前記第１
の偏光軸を透過する波長スペクトルの補色となっており、前記第２の複屈折位相子の出射
面における直交する第１の偏光軸と第２の偏光軸のうち、前記第１の偏光軸の透過波長ス
ペクトルが、前記第１の複屈折位相子の出射面における第１の偏光軸を透過する偏光の有
する色とは異なる、加法混色表示における３原色のうちの１つとなっており、前記第２の
偏光軸の透過波長スペクトルが前記第１の偏光軸を透過する波長スペクトルの補色となっ
ており、前記吸収型部分偏光子の吸収軸と前記複屈折位相子の偏光軸の一方が略一致した
方位であ

ることを特徴とするカラーシャッタを提供する。
【００２９】
また、具体的には、前記吸収型部分偏光子を２色性色素を含有する有彩色偏光板とし、前
記第１および第２の複屈折位相子を複屈折位相差フィルムとすることが出来る。
【００３０】
また、前記吸収型部分偏光子における吸収軸が可視波長範囲において短波長側の領域を吸
収する特性を有し、その吸収端が前記第１の偏光子と第１の複屈折位相子、または前記第
２の偏光子と第２の複屈折位相子において、吸収軸と略一致する偏光軸における透過波長
スペクトルの波長閾よりも長波長側に存在することが望ましい。
【００３１】
なお、偏光回転素子を液晶セルとし、そのリタデーションは２００～３５０ｎｍ、応答時
間は１．５ｍｓ以内であり、入射光の偏光面回転角が０゜（１８０゜）と９０゜に切り換
え可能なことが望ましい。
【００３２】
また、本発明は、白黒の２次元画像を表示する画像表示手段と、この画像表示手段の表示
画面前面に配置された、上述のカラーシャッタとを備え、前記画像表示手段は、ＲＧＢ３
原色用の白黒画像を継時的に表示し、画像表示に同期してカラーシャッタの透過色を切り
換えることを特徴とするカラー画像表示方法を提供する。
【００３３】
以上のように構成される本発明のカラーシャッタ及びカラー画像表示方法によると、３つ
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配置され、前記吸収型部分偏光子は、

り、前記第１および第２の偏光回転子に印加する電圧の選択により、前記第１お
よび第２の各偏光回転子に入射した偏光面を９０°回転させるか否かの選択を行なうこと
で、透過光をＲＧＢ３原色に切り換え



の偏光子、２つの複屈折位相子、２つの偏光回転子、および少なくとも１つの吸収型部分
偏光子を適宜組合せて配列することにより、透過率を向上させつつＲＧＢ表示色の色純度
を高めることが可能となった。
【００３４】
【発明の実施の形態】
　本発明のカラーシャッタ及びカラー画像表示方法においては、少なくとも３つの全波長
型偏光子、すなわちニュートラル偏光板を備えており、少なくとも２組の複数の複屈折位
相差フィルムからなる複屈折位相子が各偏光板間に挿入され、偏光面を０゜（透過）／９
０゜回転の制御可能な偏光回転子、主として液晶セルがニュートラル偏光板間に、かつ少
なくとも１組の複屈折位相子が液晶セルの外側に位置するよう挿入され、少なくとも１枚
の吸収型部分偏光子、主に２色性色素型 偏光板が、複屈折位相子と偏光回転子間に
挿入された構成を有している。
【００３５】
全波長型偏光子、すなわちニュートラル偏光板として、ＬＣＤ（液晶表示素子）に一般的
に使用されている沃素系もしくは２色性色素系の吸収型偏光板の他、ＰＢＳ（偏光ビーム
スプリッタ  ）や円偏光子、例えばコレステリック液晶に１／４波長板を付加して直線偏
光子としたものが使用可能である。
【００３６】
複屈折位相子には、複屈折位相差フィルムとして通常延伸処理を施したＰＣ（ポリカーボ
ネート）を使用することが一般的であるが、他にもＰＶＡ（ポリビニルアルコール）、Ｐ
ＳＦ（ポリスルフォン）、ＰＭＭＡ（ポリメチルメタアクリレート）など、光学的に透明
で、複屈折性を示す材料からなるフィルムを使用することができる。また、ＳｉＯ 2  、Ｌ
ｉＮｂＯ 3  などの複屈折性光学結晶も使用可能である。
【００３７】
複屈折位相子の１組あたりの積層数は３枚以上であり、そのリタデーションは基本的に全
て同じ値を取る。但し、組み合わせの上で、同じ進相軸方位を取る場合があるので、その
２層を２倍のリタデーション値を有する層に置き換えることができるのは言うまでもない
。
【００３８】
また、複屈折位相子としては、１軸性位相差フィルムを用いることが一般的であるが、望
ましくは２軸性位相差フィルムを用いる方が良い。これは、斜め入射光に対し、リタデー
ション変化を少なくすることができるためであり、適正にリタデーション補償を行った２
軸性位相差フィルムを使用することによって、垂直方向とほぼ同等な特性を与える視角の
範囲を大幅に広げることが可能となる。
【００３９】
２軸性位相差フィルムの適正条件は、面内屈折率をｎ x  、ｎ y  （即ちΔｎ＝ｎ x  －ｎ y  ）
とし、厚み方向の屈折率ｎ z  をｎ z  ＝（ｎ x  ＋ｎ y  ）／２とすることが望ましい。
【００４０】
複数層からなる少なくとも２組の複屈折位相子の各々１組と該複屈折位相子の前段もしく
は後段に配置された１つの全波長偏光子により、色偏光板が２組形成される。各組の色偏
光板において、前段に全波長偏光子がある場合、入射白色光に対し出射する透過光は、直
交する偏光軸が各々レッド／シアン、グリーン／マゼンタ、ブルー／イエローの色を有す
る偏光光となるような何れかの組み合わせとなる。且つ、２組の色偏光板は、それぞれ異
なる組み合わせ、例えば前段がブルー／イエロー、後段がレッド／シアンとなるように設
定することが肝要である。
【００４１】
これら偏光主軸における透過波長スペクトルは、複屈折位相子のリタデーションの他、全
波長偏光子の偏光軸、複屈折位相子の進相軸方位の組み合わせにより調整することができ
る。
【００４２】
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有彩色



複屈折位相子の後段に全波長偏光子がある場合は、直交する入射偏光角の組み合わせを適
宜選択し、入射する偏光角をどちらか選択することで、出射する透過色を上の組み合わせ
にすることとなる。なお、複屈折位相子側における２つの直交する偏光主軸は、必ずしも
全波長偏光子の透過軸、吸収軸に一致するとは限らない。
【００４３】
偏光回転子は、一般に液晶セルを使用可能であるが、その他にもＰＬＬＺＴなど非線型光
学結晶を用いることも可能である。
【００４４】
液晶セルとしては、ネマティック系液晶材料を用いて、ＴＮ（ツイスティッドネマチック
）、ＳＴＮ（スーパー　ツイスティッド　ネマチック）、ＰＩツイストセル、ＯＣＢ（Ｏ
ｐｔｉｃａｌｌｙ　Ｃｏｍｐｅｎｓａｔｅｄ　Ｂｉｒｅｆｒｉｎｇｅｎｃｅ）等の動作モ
ードが使用することができ、スメクチック系液晶材料を用いて、ＳＳＦＬＣ（Ｓｕｒｆａ
ｃｅ　Ｓｔａｂｉｌｉｚｅｄ　Ｆｅｒｒｏｅｌｅｃｔｒｉｃ　Ｌｉｑｕｉｄ　Ｃｒｙｓｔ
ａｌ）、ＤＨＦ（Ｄｅｆｏｒｍｅｄ　Ｈｅｌｉｘ　Ｆｅｒｒｏｅｌｅｃｔｒｉｃ　ｌｉｑ
ｕｉｄ　ｃｒｙｓｔａｌ）、ＡＦＬＣ（Ａｎｔｉ－Ｆｅｒｒｏｅｌｅｃｔｒｉｃ　Ｌｉｑ
ｕｉｄ　Ｃｒｙｓｔａｌ）、ＴＬＡＦ（Ｔｈｒｅｓｈｏｌｄ－Ｌｅｓｓ　Ａｎｔｉ－Ｆｅ
ｒｒｏｅｌｅｃｔｒｉｃ　ｌｉｑｕｉｄ　ｃｒｙｓｔａｌ）等の動作モードを使用するこ
とができる。
【００４５】
偏光回転子の機能としては、入射した偏光面を９０゜回転させるか否かの選択を電圧ある
いはそれに代る何らかの方法で行うことができれば良く、可視光全域にわたって均一に偏
光面の回転が可能なことが望ましい。また、応答時間が短いことも重要である。応答時間
の面からは、ＰＩツイストセル、（ＳＳ）ＦＬＣ、ＡＦＬＣ、ＴＬＡＦ等が望ましく、こ
れらは１．５ｍｓ以内でのスイッチングが可能である。
【００４６】
偏光面の回転機構としては、１／２波長条件、すなわちリタデーションを２００～３５０
ｎｍ、望ましくは２５０～２８０ｎｍとしてその位相軸を入射光主軸に対し４５゜とする
。ネマチック系液晶セルの場合は、交流電圧の無印加／印加により、偏光面の９０゜回転
／位相差の消失による透過となる。また、スメクチック系液晶セルの場合は、印加電圧の
極性選択により位相軸を４５゜回転させることができ、同様に９０゜回転／０゜回転を行
うことになる。
【００４７】
また、先に述べた波長分散を補償する手段としては、液晶層のΔｎｄ波長分散を最適化す
るか、複屈折位相差フィルムによる補償が有効である。この複屈折位相差フィルムを先の
複数枚からなる複屈折位相子の構成に含めて考えることも出来る。
【００４８】
吸収型部分偏光子としては、２色性色素を用いた有彩色偏光板が使用可能である。有彩色
偏光板は、一般に基材となるＰＶＡに２色性色素を染色・含有させ、延伸配向処理により
吸収／透過の２色性を持たせたものである。本発明においては、いかなる色相の有彩色偏
光板も使用可能であるが、一般に短波長成分を吸収し、長波長成分を透過する有彩色偏光
板、いわゆるイエロー偏光板、レッド偏光板、マゼンタ偏光板等の２色性比が良好なこと
から、これらの有彩色偏光板を使用することが望ましい。
【００４９】
これらの色を呈する２色性色素として、イエロー偏光板用には、ＣＩ－ダイレクトイエロ
ー１２、ＣＩ－ダイレクトイエロー４４、レッドまたはマゼンタ系偏光板には、ＣＩ－ダ
イレクトレッド８１、  ＣＩ－ダイレクトレッド８３等が使用可能であり、色素骨格とし
てアゾ系、アントラキノン系、クマリン系色素が使用できる。また、各種色素を適宜配合
して使用することも可能である。
【００５０】
この有彩色偏光板の吸収軸は、近接する複屈折位相子の偏光主軸の一方と略一致している
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ことが必要である。また、その際、色偏光板の吸収軸方位と一致する偏光主軸の透過波長
スペクトルがなす色相は、略一致していることが必要である。
【００５１】
例えば、イエローの有彩色偏光板を用いる場合、近接する複屈折位相子と全波長偏光板に
より与えられる透過波長スペクトルは、ブルー／イエローであり、吸収軸はイエローの方
位に略一致していなくてはならない。更に、近接する複屈折位相子と全波長偏光板により
与えられるイエローの波長スペクトルにおけるカットオフ波長λ 1  と有彩色偏光板の吸収
軸におけるイエローのカットオフ波長λ 2  の関係は、λ 1  ＜λ 2  であることが望ましい。
【００５２】
　一方、レッド（マゼンタ）系有彩色偏光板の場合は、近接する複屈折位相子と全波長偏
光板により与えられる透過波長スペクトルがレッド／シアンの組み合わせとなり、

ことが望ましい。
【００５３】
本発明のカラーシャッタは、以上のように構成されるが、このカラーシャッタに加え、白
黒の２次元画像を表示する画像手段、例えばモノクロＣＲＴ（陰極線管）を観測者に対し
カラーシャッタを挟んで相対するように設置し、２組の偏光回転子と画像表示を同期させ
ることにより、継時加法混色によるカラー画像表示が可能となる。
【００５４】
白黒画像表示手段としては、モノクロの発光型画像表示デバイス、もしくはこれに準ずる
ものが使用でき、ＣＲＴ以外にもＦＥＤ（Ｆｉｅｌｄ　Ｅｍｉｓｓｉｏｎ　Ｄｉｓｐｌａ
ｙ）、ＰＤＰ（Ｐｌａｓｍａ　Ｄｉｓｐｌａｙ　Ｐａｎｅｌ）、無機／有機ＥＬ（Ｅｌｅ
ｃｔｒｏ　Ｌｕｍｉｎｅｓｃｅｎｃｅ）、ＴＦＴ－ＬＣＤ（Ｔｈｉｎ　Ｆｉｌｍ　Ｔｒａ
ｎｓｉｓｔｏｒ－Ｌｉｑｕｉｄ　Ｃｒｙｓｔａｌ　Ｄｉｓｐｌａｙ）等を使用することが
できる。
【００５５】
また、これらは直視型画像表示デバイスだけでなく、投射型表示デバイスとしても使用可
能である。加えて、ＤＭＤ（デジタルマイクロミラーデバイス）を使用した単板反射型プ
ロジェクターにも有効である。
【００５６】
これらの画像表示デバイスに求められることは、高輝度で解像度が高く、発光減衰時間も
しくは応答時間が短いことである。例えば、ＲＧＢサブフィールドを１フレーム期間１／
６０ｓに表示する場合、３倍速表示に相当し、各サブフィールド期間が５．５ｍｓとなる
。従って、この間にカラーシャッタの透過色を選択し、応答後に背面の画像表示デバイス
が表示色に対応する画像を表示し終えることになる。
【００５７】
この表示操作をスムーズに行うには、カラーシャッタにおける偏光面回転子を画面垂直方
向に複数領域に分割し、印加電圧の位相を順次遅らせることによりスクロール動作させる
ことが望ましい。
【００５８】
【実施例】
以下、本発明の種々の実施例について説明する。但し、本発明は、これらの実施例に限定
されるものではなく、これらの実施例を様々に組み合わせて使用することが可能であると
ともに、更に様々な修正例、変形例として使用することも可能である。
【００５９】
（実施例１）
図１は、本発明の第１の実施例に係るカラーシャッタの構成を模式的に示した図である。
図１において、全波長偏光子である３つのニュートラル偏光板１０５，１０６，１０７が
配置されている。
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近接す
る複屈折位相子と全波長偏光板により与えられるレッドの波長スペクトルにおけるカット
オフ波長λ 1  と有彩色偏光板の吸収軸におけるレッド（マゼンタ）のカットオフ波長λ 2  

の関係は、λ 1  ＜λ 2  である



【００６０】
これらのニュートラル偏光板のうち、一対のニュートラル偏光板１０５，１０６の間に、
１組の複屈折位相子１０８、２色性色素による吸収型部分偏光子であるイエロー偏光板１
０１、および偏光回転子となる反強誘電性液晶セル１０３が挿入されている。
【００６１】
また、一対のニュートラル偏光板１０６，１０７の間に、１組の複屈折位相子１０９、２
色性色素による吸収型部分偏光子であるマゼンタ偏光板１０２、および偏光回転子となる
反強誘電性液晶セル１０４が挿入されている。
【００６２】
図２は、反強誘電性液晶セル１０３，１０４の光学配置を模式的に示した図、図３は、反
強誘電性液晶セル１０３，１０４の偏光回転の駆動シーケンスを模式的に示した図である
。
【００６３】
図２において、説明の簡単のため、反強誘電性液晶セル２０２（１０３，１０４）の前後
に１対のニュートラル偏光板２０１ａ，２０１ｂをクロスニコルで配置した場合を考える
。図中、Ｐはニュートラル偏光板２０１ａ，２０１ｂの偏光透過軸、Ｆは反強誘電性液晶
セル２０２の進相軸を示す。
【００６４】
特に図示しないが、液晶セル２０２のリタデーションは２５０ｎｍ、即ち５００ｎｍの波
長光に対し１／２波長条件を満たしている。直交する偏光透過軸Ｐを９０゜／０゜とする
と、進相軸Ｆは負極性電圧－Ｖ 0  を印加した場合９０゜、正極性電圧＋Ｖ 0  を印加した場
合、偏光透過軸Ｐに対し４５゜を成している。
【００６５】
このような配置において、図３に示すように、時間的に正負極性の異なる絶対値の等しい
電圧±Ｖ 0  を等期間ずつ反強誘電性液晶セル２０２に印加することで、印加信号のＤＣ成
分はキャンセルされ、焼き付きを生じずに動作させることが可能となる。
【００６６】
この時、負極性電圧－Ｖ 0  を印加した場合、偏光透過軸Ｐを透過し、反強誘電性液晶セル
２０２に入射する直線偏光の偏光面は９０゜回転するため、出射側偏光板２０１ｂの偏光
透過軸Ｐを透過し、「明」状態となる。一方、正極性電圧＋Ｖ 0  を印加した場合、偏光面
は回転せず、「暗」状態となる。
【００６７】
このように、印加電圧の極性選択により、「明」、「暗」のスイッチングを行なうことが
可能となる。また、この場合、偏光板２０１ａ，２０１ｂはニュートラル偏光板であるた
め、明／暗のスイッチングとなるが、少なくとも一方を部分偏光子とすることにより、透
過色を変化させることが可能となる。
【００６８】
本実施例では、２つの反強誘電性液晶セル１０３，１０４に印加する電圧波形の位相をず
らすことにより、４組の偏光条件を選択することが可能である。
【００６９】
下記表１は、本実施例を構成する各光学部材の光学配置をまとめて示した表である。光学
配置を記述するパラメータは、ニュートラル偏光板を透過軸、複屈折位相差フィルム及び
反強誘電性液晶セルを進相軸、２色性色素偏光板を吸収軸で示した。第１の複屈折位相差
フィルム相１０８は５層、各リタデーション値は５６０ｎｍ、第２の複屈折位相差フィル
ム層１０９は６層、各リタデーション値は６４３ｎｍである。
【００７０】
【表１】
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【００７１】
第１のニュートラル偏光板１０５と第１の複屈折位相差フィルム層１０８により、イエロ
ー／ブルー色偏光板が形成されており、その各偏光主軸における分光透過率を図４に示す
。複屈折位相差フィルム層１０８の出射面における偏光主軸を０゜，９０゜方向に取ると
、０゜方位の出射直線偏光の分光透過率曲線は、曲線５０１となり、イエロー色を呈する
。
【００７２】
一方、９０゜方向の出射直線偏光の分光透過率曲線は、曲線５０２となり、分光透過率曲
線５０１の補色であるブルー色を呈することになる。加えて、部分偏光子であるイエロー
偏光板１０１が吸収軸方位０゜として配置されるため、ニュートラル偏光板１０５、複屈
折位相差フィルム層１０８、イエロー偏光板１０１を透過する分光透過率は、図４におい
て、０゜方向は曲線５０１，５０３の掛け算で得られる分光透過率（イエロー）、９０゜
方向は曲線５０２，５０４の掛け算で得られる分光透過率（ブルー）となる。
【００７３】
ここで、イエロー偏光板１０１の吸収軸側分光透過率曲線５０３は、分光透過率曲線５０
１よりも吸収端が長波長側に位置するため、合成されるイエロー透過スペクトルは、イエ
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ロー偏光板１０１の分光透過率曲線５０３の影響を大きく受けることになる。
【００７４】
一方、９０゜方向の分光透過率は、イエロー偏光板１０１の透過軸分光透過率曲線５０４
と分光透過率曲線５０２の合成であるため、ブルーの分光透過率曲線５０２に近似した曲
線となる。
【００７５】
次に、第１の偏光回転子である反強誘電性液晶セル１０３を介して第２のニュートラル偏
光板１０６と第２の複屈折位相差フィルム層１０９により、レッド／シアン色偏光板が形
成されている。
【００７６】
各偏光主軸における分光透過率曲線を図５に示した。図５において、０゜方位はレッド透
過曲線６０１、９０゜方位はシアン透過曲線６０２である。後段に設けられた部分偏光子
１０２は、マゼンタ偏光板であり、吸収軸は先のレッド透過曲線６０１と一致する０゜方
位となっている。
【００７７】
　その分光透過率は、吸収軸側が曲線６０３、透過軸側が曲線６０４となり、これらの組
み合わせで０゜方位の分光透過率は６００ｎｍ付近の においてマゼンタ偏
光板１０２における分光透過率曲線６０３の影響を大きく受けたレッド色を呈する分光透
過特性、９０゜方位の分光透過率はシアン透過曲線６０２に近似したシアン色の分光透過
特性となる。
【００７８】
これらレッド／シアン色偏光板の後段に第２の反強誘電性液晶セル１０４とニュートラル
偏光板１０７が設けられ、カラーシャッタの表示色を選択する。
【００７９】
下記表２に、偏光回転子である反強誘電性液晶セル１０３，１０４に印加する電圧の極性
と表示色の関係を示す。例えば、正極性電圧＋Ｖ 0  を２つの反強誘電性液晶セル１０３，
１０４に与え、偏光面を回転させずに透過させる場合、第１のニュートラル偏光板１０５
、第１の複屈折位相差フィルム層１０８、イエロー偏光板１０１において０゜方位を透過
するイエロー波長曲線と第２のニュートラル偏光板１０６、第２の複屈折位相差フィルム
層１０９、マゼンタ偏光板１０２において０゜方位を透過するレッド波長曲線の合成、す
なわちレッド透過曲線が第３のニュートラル偏光板１０７により検出され、レッド表示と
なる。
【００８０】
下記表２に、各ＲＧＢ表示において液晶セル１０３，１０４に印加する電圧の極性、及び
図６に、透過する波長透過率特性を示す。ブルー表示が７０１、グリーン表示が７０２、
レッド表示が７０３である。
【００８１】
【表２】
　
　
　
　
　
　
　
【００８２】
なお、図４，図５は、入射直線偏光に対する透過率を示しているのに対し、図６は、無偏
光光である入射光に対する透過率を示した。これらの定義は以下の図においても同様であ
る。
【００８３】
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次に、本実施例におけるカラーシャッタにモノクロＣＲＴを組み合わせ、継時加法混色に
よりカラー画像表示を行なう場合の色再現域を考える。ＣＲＴに通常使用される蛍光体は
Ｐ２２であり、その発光スペクトルを図６に示す（曲線７０４）。
【００８４】
ＲＧＢ色再現域は、カラーシャッタのＲＧＢ透過曲線７０１，７０２，７０３と発光スペ
クトル７０４の組み合わせにより与えられる。その結果を図７の８０２に示す。図７にお
いて、Ｐ２２蛍光体を用い、空間混色表示によりＲＧＢ表示を行なった通常のＣＲＴにお
けるＲＧＢ色再現域は、８０１で表される。
【００８５】
図７から、本実施例は通常のＣＲＴ及び従来の発明（図２７）よりもＲＧＢ全ての表示色
において彩度が高く、広い色再現域を有することがわかる。また、カラーシャッタ用途と
して広く使われているＣＲＴ用三波長蛍光体Ｐ４５（図８、９０４）を用いたモノクロＣ
ＲＴとの組み合わせによりカラー表示を行なった場合のＲＧＢ色再現域を図９に示す。
【００８６】
この場合も、通常のＣＲＴに比べ、レッド、グリーン表示における色度はほぼ同等であり
、ブルーにおける色度点が著しく改善されていることが分かる。
【００８７】
（実施例２）
図１０は、本発明の第２の実施例に係るカラーシャッタの構成を模式的に示す図である。
本実施例においては、２つの複屈折位相差フィルム層１１０２，１１０３の構成層数を各
々３層とし、部分偏光子としてレッド偏光板１１０１を付加するのみで、構成の簡略化と
透過率の向上を図っている。
【００８８】
下記表３は、各光学素子の光学パラメータを示す表である。第１の複屈折位相差フィルム
層１１０２の出射面における偏光主軸は０゜と９０゜としているが、第１のニュートラル
偏光板１０５の偏光透過軸方位は８．１゜であり、先の主軸に一致していない。これは図
示していないがニュートラル偏光板１０５と複屈折位相差フィルム層１１０２により得ら
れるブルー／イエロー偏光板のカットオフ特性を急峻にするためである。
【００８９】
第１の複屈折位相差フィルム層１１０２のリタデーション値は５８０ｎｍであるが、１層
目、２層目をリタデーション１１６０ｎｍの複屈折位相差フィルム１層に共通化しても良
いことは言うまでも無い。
【００９０】
【表３】
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【００９１】
図１１は、第２のニュートラル偏光板１０６、第２の複屈折位相差フィルム層１１０３に
より得られるレッド／シアン分光透過率曲線１３０１，１３０２及び部分偏光子であるレ
ッド偏光板１１０１の吸収軸／透過軸分光透過率曲線１３０３，１３０４を示す図である
。
【００９２】
第１の実施例と同様、レッド偏光板の吸軸透過曲線１３０３により６００ｎｍ以下の成分
は吸収されるため、レッド表示時における色度が大きく改善される。ここで、第２の複屈
折位相差フィルム層の各リタデーション値は６３０ｎｍである。
【００９３】
図１２に、本実施例におけるカラーシャッタにより得られるＲＧＢ分光透過率特性及びＰ
２２蛍光体の発光スペクトルを示す。これらの透過曲線、発光スペクトルを用いて得られ
るＲＧＢ色再現域は、図１３の１５０１に示す如く、通常ＣＲＴの色再現域８０１と比較
して同等以上であることが分かる。
【００９４】
（実施例３）
図１４は、本発明の第３の実施例に係るカラーシャッターを模式的に示す図である。本実
施例においては、第１の全波長偏光子と第３の偏光子をＰＢＳ１６０１，１６０２として
構成した点が最大の特徴である。このような構成をとることで、対光性、耐熱性が高まる
ため、投射型表示装置への使用が容易となる。
【００９５】
特に図示していないが、カラーシャッタへの入射光を白色光とし、ＰＢＳ１６０２の出射
側に液晶ライトバルブ及び投射レンズを設けることにより、継時混色表示によるカラー液
晶プロジェクターを構成することが可能となる。更に、ＰＢＳ１６０３を付加することで
、第１の全波長偏光子であるＰＢＳ１６０１により反射されるＳ偏光成分はＰＢＳ１６０
３を介して光源方向に反射されることになり、照明光の再帰利用により光利用効率を高め
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ることが可能となる。
【００９６】
本発明は、以上の実施例に留まらず、第２の全波長偏光子１０６をニュートラル偏光板か
らＰＢＳにすることも可能であるし、第３の全波長偏光子１６０２をＰＢＳからニュート
ラル偏光板とすることも可能である。加えて光路も一直線とする必要は無く、必要に応じ
てＬ字としたり反射面を付加してコの字状とするなど適宜変更が可能である。
【００９７】
以下に、本発明のカラーシャッタの様々な応用例に係る実施例について説明する。
（実施例４）
図１５は、本発明の第４の実施例に係るカラーシャッタをＣＲＴに組み合わせ使用した場
合の構成例を示す図である。図１５（ａ）に示すように、継時加法混色に基づき、倍速表
示可能な白黒ＣＲＴ２１０２の前面に、カラーシャッタ２１０１が配置されている。図１
５（ｂ）に示すように、カラーシャッタ２１０１は、表示領域２１０３が複数本のストラ
イプに分割されており、各々の領域が独立に駆動可能な構成となっている。
【００９８】
具体的には、例えば図１に示す実施例１の液晶セル１０３、１０４の基板面液晶側にある
透明電極のうち、一方の透明電極を上記ストライプ状に分割し、全面電極をコモン電極と
して、各々のストライプ側電極端子に独立の電圧印加手段を設ければ良い。分割領域は、
液晶セル１０３、１０４間で一致させておくことは言うまでもない。
【００９９】
本実施例のカラーシャッタの駆動方法を図１６に示す。白黒ＣＲＴ２１０２は、図１６（
ｂ）に示す駆動シーケンス２２０２に従い、Ｒ、Ｇ、Ｂ画像が面面上部から下部に順次走
査され、ＣＲＴ表示面に塗布された白色蛍光体の発光により画像が順次表示される。この
走査に対応するように、カラーシャッタの表示を、図１６（ａ）の２２０１に示すように
、ストライプ分割数分等間隔に位相遅れさせて、順次切り換える。
【０１００】
このようにすることで、走査休止期間を特に設けることなく、走査直後の蛍光体発光・残
光期間に正しい表示色をカラーシャッタに表示させることが可能となる。
【０１０１】
なお、本実施例では、カラーシャッタの液晶材料に正負の電圧極性により表示色を選択す
る液晶モード、例えば強誘電性液晶を例としているため、１フレーム期間で液晶に印加さ
れる平均電圧が０Ｖとなるよう、十分蛍光体の発光が減衰した期間に黒（Ｋ）表示期間を
設けた。
【０１０２】
即ち、例えば２つの液晶セルが＋極性，＋極性でＲ表示、＋，－でＧ表示、－，＋極性で
Ｂ表示、－，－極性でＫ表示となる場合、４つの表示色が１フレーム期間内に等期間表示
されるようにＫの各表示期間をＲ、Ｇ、Ｂ表示期間の１／３となるようにして、ＲＧＢ表
示切替え時に挿入することになる。ＰＩセルなど、ＡＣ電圧印加と０Ｖ印加により表示色
を切り換えるような液晶動作モードを使用する際には、Ｋ期間を挿入する必要はない。
【０１０３】
（実施例５）
図１７は、本発明の第５の実施例に係るカラーシャッタを透過型単板液晶プロジェクター
に使用した場合の構成例を示す図である。図１７（ａ）において、高圧水銀ランプもしく
はメタルハライドランプ２３０１と放物面もしくは楕円状リフレクタ２３０２からなる光
源部からの光をオプティカルインテグレータ２３０３により照度を均一化し、偏光変換光
学素子２３０４に入射させる。
【０１０４】
偏光変換光学素子２３０４は、ＰＢＳ（偏光ビームスプリッタ）の偏光分離機能と複屈折
位相差フィルムの偏光回転作用により、光源部からの無偏光光を直線偏光光に変換する光
学素子である。
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【０１０５】
偏光変換光学素子２３０４からの直線偏光光は、カラーシャッタ２１０１の入射偏光透過
軸に一致するように入射し、これまで述べてきたようにＲＧＢ表示色に継時的に切り換え
られ、透過型ＴＦＴ液晶ライトバルブ２３０５を照明する。
【０１０６】
カラーシャッタの出射面側偏光透過軸は、ＴＦＴ－ＬＣＤの入射偏光軸に一致しているこ
とは言うまでもない。透過型ＴＦＴ液晶ライトバルブ２３０５は、カラーシャッタの表示
色切り換えに同期して継時加法混色表示を行い、画像は投射レンズ２３０６により透過も
しくは反射スクリーン面上に投影される。
【０１０７】
このような構城によると、３板方式と同じ解像度の画像を、単板式の構成で得ることがで
き、そのため光学系がコンパクトとなり、軽量となるという利点が得られる。
【０１０８】
また、偏光変換光学素子をカラーシャッタの前段に設けることにより、カラーシャッタの
透過率を向上することが可能となり、更にはカラーシャッタの出射側偏光板１０７が透過
型ＴＦＴ液晶ライトバルブの入射側偏光板を兼ねることが出来るため、光利用効率の向上
と部材低減による低コスト化を図ることが出来る。
【０１０９】
カラーシャッタは、実施例４に示したように、領域分割しても全面一括して表示切替えし
てもよいが、領域分割する場合には、カラーシャッタの分割線が液晶ライトバルブの画素
ピッチ境界に沿って配置され、投射レンズの焦点深度内になるよう、液晶ライトバルブに
密接して配置されることが必要である。
【０１１０】
カラーシャッタの駆動シーケンスは、図１７（ｂ）の２３０７に示すように、黒表示期間
を設けた表示が望ましく、液晶ライトバルブの駆動シーケンスは、図１７（ｃ）の２３０
８に示すように、黒表示期間中に画面更新を行うようにすると、動画像劣化が生じにくい
という利点がある。
【０１１１】
（実施例６）
図１８は、本発明の第６の実施例に係るカラーシャッタをＤＭＤに使用した場合の構成例
を示す図である。本実施例では、反射型表示デバイスであるＤＭＤ２４０１が継時加法混
色表示を行うモノクロ画像表示素子であり、カラーシャッタ２１０１は、光路中に設けら
れたスリット２４０２の近傍に配置される。
【０１１２】
ＤＭＤは、その原理から照明光を集光する必要があり、その集光部であるスリット近傍に
カラーシャッタを配置することで、カラーシャッタを小型化することが可能である。
【０１１３】
カラーシャッタの駆動シーケンスは、実施例５と同様であるが、投射レンズの焦点深度を
外れることから、全面一括切り換えが望ましい。
【０１１４】
（実施例７）
図１９は、本発明の第７の実施例に係るカラーシャッタを２板式反射型液晶プロジェクタ
ーに使用した場合の構成例を示す図である。本実施例では、入射偏光面を９０°回転可能
な偏光面回転素子２５０１をカラーシャッタ２１０１の後段に付加し、カラーシャッタの
出射偏光面を表示色切り換えに同期して偏光面切り換えを行う機構を設けた。
【０１１５】
このような構成にすることで、ＰＢＳ２５０２の透過、反射選択を行うことができ、反射
型液晶ライトバルブ２５０２，２５０３のどちらに照明光を入射させるかを選択すること
が可能となる。
【０１１６】

10

20

30

40

50

(15) JP 3923689 B2 2007.6.6



また、このような構成とすることで、図２０において、２６０１，２６０２，２６０３で
示すように、液晶ライトバルブに表示する画像の更新、表示を交互に行うことができ、液
晶ライトバルブの書込み時間を広くすることができ、表示画像間のクロストークの少ない
高品位な画像を表示できると共に、光学系をコンパクトにすることが可能となる。
【０１１７】
更には、反射型液晶ライトバルブ２５０２，２５０３のスクリーン結像位置を半画素程度
ずらすことで、単板式液晶プロジェクターに対して２倍の解像度を得ることができる。ま
た、インタレース表示における画像素子との整合性を得るために、偶数フィールドの画像
を液晶ライトバルブ２５０２に、奇数フィールドの画像を液晶ライトバルブ２５０３に表
示させると、画素ピッチのずれとインタレース画像信号との対応を正しくとることができ
る。
【０１１８】
【発明の効果】
以上、詳細に説明したように、本発明のカラーシャッタ及びカラー画像表示方法によると
、３つの偏光子、２つの複屈折位相子、２つの偏光回転子、および少なくとも１つの吸収
型部分偏光子を適宜組合せて配列することにより、透過率を向上させつつＲＧＢ表示色の
色純度を高めることが可能である。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の第１の実施例に係るカラーシャッタの構成を示す図。
【図２】本発明の第１の実施例において偏光回転子である反強誘電性液晶セルの偏光面回
転方法を説明する図。
【図３】本発明の第１の実施例において偏光回転子である反強誘電性液晶セルの偏光面回
転方法を説明する図。
【図４】本発明の第１の実施例において、第１の全波長偏光子と第１の複屈折位相子によ
り得られる分光透過率特性と第１の部分偏光子の分光透過率特性を示す図。
【図５】本発明の第１の実施例において、第２の全波長偏光子と第２の複屈折位相子によ
り得られる分光透過率特性と第２の部分偏光子の分光透過率特性を示す図。
【図６】本発明の第１の実施例において得られるＲＧＢ分光透過率特性とＰ２２蛍光体発
光スペクトルを示す特性図。
【図７】本発明の第１の実施例において、Ｐ２２蛍光体との組み合わせにより得られるＲ
ＧＢ色再現域を示す色度図。
【図８】本発明の第１の実施例において得られるＲＧＢ分光透過率特性とＰ４５蛍光体発
光スペクトルを示す図。
【図９】本発明の第１の実施例においてＰ４５蛍光体との組み合わせにより得られるＲＧ
Ｂ色再現域を示す色度図。
【図１０】本発明の第２の実施例に係るカラーシャッタの構成を示す図。
【図１１】本発明の第２の実施例において第２の全波長偏光子と第２の複屈折位相子によ
り得られる分光透過率特性と第１の部分偏光子の分光透過率特性を示す図。
【図１２】本発明の第２の実施例において得られるＲＧＢ分光透過率特性とＰ２２蛍光体
発光スペクトルを示す図。
【図１３】本発明の第２の実施例においてＰ２２蛍光体との組み合わせにより得られるＲ
ＧＢ色再現域を示す色度図。
【図１４】本発明の第３の実施例に係るカラーシャッタの構成を示す図。
【図１５】本発明の第４の実施例に係るカラーシャッタをＣＲＴに組み合わせた構成を示
す図。
【図１６】本発明の第４の実施例に係るカラーシャッタの駆動方法を示す図。
【図１７】本発明の第５の実施例に係るカラーシャッタを透過型単板液晶プロジェクター
に使用した構成を示す図。
【図１８】本発明の第６の実施例に係るカラーシャッタをＤＭＤに使用した構成を示す図
。
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【図１９】本発明の第７の実施例に係るカラーシャッタを２板式反射型液晶プロジェクタ
ーに使用した構成を示す図。
【図２０】本発明の第７の実施例に係るカラーシャッタの駆動方法を示す図。
【図２１】２色性色素偏光板の透過特性を模式的に示す図。
【図２２】ＰＲＳの透過特性を模式的に示す図。
【図２３】従来のカラーシャッタの構成を示す図。
【図２４】従来のカラーシャッタにおいて第１の全波長偏光子と第１の複屈折位相子によ
り得られる分光透過率特性を示す図。
【図２５】従来のカラーシャッタにおいて第２の全波長偏光子と第２の複屈折位相子によ
り得られる分光透過率特性を示す図。
【図２６】従来のカラーシャッタにおいて得られるＲＧＢ分光透過率特性とＰ２２蛍光体
発光スペクトルを示す特性図。
【図２７】従来のカラーシャッタにおいてＰ２２蛍光体との組み合わせにより得られるＲ
ＧＢ色再現域を示す色度図。
【図２８】従来のカラーシャッタにおいて得られるＲＧＢ分光透過率特性とＰ４５蛍光体
発光スペクトルを示す特性図。
【図２９】従来のカラーシャッタにおいてＰ４５蛍光体との組み合わせにより得られるＲ
ＧＢ色再現域を示す色度図。
【符号の説明】
１０２，１１０１…２色性色素偏光板、
１０３，１０４，２０２…反強誘電性液晶セル、
１０５，１０６，１０７，２０１…ニュートラル偏光板、
１０８，１０９，１１０２，１１０３…複屈折位相差フィルム層、
５０１，５０２，６０１，６０２，１３０１，１３０２，１８０１、
１８０２，１９０１，１９０２…複屈折位相差フィルム層出射面における分光透過率、
５０３，５０４，６０３，６０４，１３０３，１３０４…２色性色素偏光板分光透過率、
７０１，７０２，７０３，９０１，９０２，９０３，１４０１，１４０２，１４０３，３
００１，３００２，３００３，３２０１，３２０２，３２０３…カラーシャッタ分光透過
率、
７０４，９０４…蛍光体発光スペクトル、
８０１…カラーＣＲＴ色再現域、
８０２，１００１，１５０１，３１０１，３３０１…カラーシャッタ色再現域、
１６０１，１６０２，１６０３…ＰＢＳ。
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【 図 １ 】

【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

【 図 ６ 】

【 図 ７ 】
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【 図 ８ 】

【 図 ９ 】

【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】

【 図 １ ２ 】

【 図 １ ３ 】

【 図 １ ４ 】
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【 図 １ ５ 】

【 図 １ ６ 】

【 図 １ ７ 】

【 図 １ ８ 】 【 図 １ ９ 】

【 図 ２ ０ 】
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【 図 ２ １ 】

【 図 ２ ２ 】

【 図 ２ ３ 】

【 図 ２ ４ 】

【 図 ２ ５ 】 【 図 ２ ６ 】

【 図 ２ ７ 】
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【 図 ２ ８ 】

【 図 ２ ９ 】
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